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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書 

 

 

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第２項の規定

に基づき，別紙の通り，「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」 の

変更認可の申請をいたします。 

 

                                                              以 上 

 

 



別紙（1 / 1） 
 

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」について，下記の箇所

を別添の通りとする。 

 

変更箇所，変更理由及びその内容は以下の通り。 

   

○福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 

汚染水発生量の低減を目的に雨水処理設備にて処理可能な濃度の水をタンク堰

内雨水処理設備で浄化処理し，構内散水するため，雨水処理設備の処理対象水の

追加に伴い，以下の通り変更を行う。 

また，雨水散水設備は事業者の自主管理として設備の設置，運用をしているた

め，併せて一部記載の見直しを行う。 

 

Ⅱ 特定原子力施設の設計，設備 

2 特定原子力施設の構造及び設備,工事の計画 

2.36 雨水処理設備等 

本文 

・雨水処理設備の処理対象水の追加に伴う，処理対象水の追記 

参考資料－２ 

・雨水散水設備の一部記載の削除 

 

以 上 


